
目

次

告

示

○
青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

教
育
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
総
合
学
校
教

育
セ
ン
タ
ー
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

監
査
委
員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
八
十
六
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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第
五
百
八
十
九
号

令
和
五
年三

月
二
十
二
日

（
水
曜
日
）



附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
第
二
号
様
式
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
分
の
補

助
金
か
ら
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
百
八
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

山
口

大
夢

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉
科
（
聴
覚
障

害
、
平
衡
機
能
障
害
、

音
声
機
能
障
害
、
言
語

機
能
障
害
、
そ
し
ゃ
く

機
能
障
害
）

令
和五･
四･
一

青
森
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）2青 森 県 報 第589号令和５年３月22日 水曜日



青
森
県
告
示
第
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
七
九
号

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
一
〇
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
五
〇
ま
で

令
和
五･
三･二二

国
道
三
三
八
号

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
一
〇
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
四
二
九
ま

で

〃

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
五
年
三
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
大
別
内
字
西
田
一
五
五
の
一

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
大
別
内
字
西
田
一
五
〇
の
一
ほ

か
二
筆

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム

ラ
ン
ド

青
森
市

青
森
市
大
字
大
別
内
字
西
田
一
五
六

株
式
会
社
ヤ
マ
ウ
チ

フ
ァ
ー
ム

弘
前
市

弘
前
市
大
字
蒔
苗
字
油
伝
一
〇
八
の
九
ほ
か

一
筆

松
本

美
沙
貴

黒
石
市

黒
石
市
松
原
一
六
の
二

小
山
内

隆
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
根
子
橋
四
三

ほ
か
六
筆

堀
内

俊
春

青
森
市

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤
字
三
西
田
五
ほ

か
二
筆

（ ）3 青 森 県 報 第589号令和５年３月22日 水曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

二
七
九
号

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
五
九
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
四
三
一
ま
で

前

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
一
〇
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
五
〇
ま
で

後

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
一
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

２

国

道

三
三
八
号

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
五
六
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
三
八
八
ま
で

前

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
一
〇
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
四
二
九
ま
で

後

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
七
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル



エ
ヌ
ケ
ー
ラ
イ
ン
株

式
会
社

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
磯
松
磯
部
五
ほ
か
四
筆

成
田

新
二

北
津
軽
郡
板
柳
町

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字
繋
沼
二
〇
九

ほ
か
二
筆

株
式
会
社
お
い
ら
せ

大
地

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
米
田
字
筋
久
保
六
の
二
の
う

ち
ほ
か
九
筆

小
笠
原

杉
雄

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
黒
松
前
八
二
ほ
か

一
筆

日
野
口

敏
章

十
和
田
市

十
和
田
市
東
十
六
番
町
三
〇
四

竹
ケ
原

一
志

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
一
本
木
沢
一
〇
の

二

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
戸
崎
一
〇
一
の
一
一
一

九

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
三
六
六
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
三
六
八
ほ
か

四
筆

月
館

啓
三

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
三

六
二
ほ
か
四
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
三
八
八
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
五
三
七
ほ
か

一
筆

川
嶋

一
成

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
八
四
四
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
四
〇
四
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
五
三
九
ほ
か

七
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
四

四
九
ほ
か
二
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
七
六
七
ほ
か

八
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
五
四
三
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
四

〇
七
ほ
か
二
筆

月
館

啓
三

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
七
九
四
ほ
か

七
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
二
四
〇
一
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
九
〇
八
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
五

〇
八

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
五

〇
九

月
館

啓
三

三
沢
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
四

五
六
ほ
か
二
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
二
九
四
ほ
か

一
筆

戸
来

直
城

十
和
田
市

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一
一
六
の
二
六

四
九
ほ
か
五
筆

株
式
会
社
二
ツ
森

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
舟
場
向
川
久
保
八
三
八

木
村

光
助

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川
目
一
丁
目
一
の
一

三
ほ
か
二
筆

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

成

田

弘

行

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織
の
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
野
田
八
〇
の
二

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
二
の
二
三

六

契
約
金
額

六
百
六
十
六
万
六
千
七
百
二
十
六
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

成

田

弘

行

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ａ
Ｓ
Ｎ
セ
ン
タ
ー
機
能
整
備
機
器
の
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
野
田
八
〇
の
二

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
二
の
二
三

六

契
約
金
額

百
四
十
五
万
五
千
五
百
二
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

成

田

弘

行

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
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青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
野
田
八
〇
の
二

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
二
月
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
二
の
二
三

六

契
約
金
額

八
十
七
万
四
千
五
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

令
和
四
年
九
月
十
四
日
付
け
青
森
県
報
第
五
百
十
一
号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
青

森
県
知
事
、
青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
及
び
青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

齊

藤

爾

青
森
県
監
査
委
員

鳴

海

惠
一
郎

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

総
務
学
事
課

補
助
金
に
お
い
て
、

支
払
手
続
が
遅
延
し
て

い
る
も
の
が
あ
っ
た
の

で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

財
務
事
務
の
適
正
執
行
に
つ
い
て

職
員
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
定
期

的
に
事
業
の
進
捗
を
担
当
者
及
び
Ｇ

Ｍ
が
確
認
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

支
払
遅
延
再
発
防
止
を
図
っ
て
い

る
。

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
県
税
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

県
税
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
や
市
町
村
税
滞
納
整
理

機
構
と
連
携
の
上
、
様
々
な
徴
収
対

策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
、
令
和
３

年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
係
る
徴
収
猶
予
の
特
例
措
置

の
履
行
管
理
を
徹
底
し
、
確
実
に
収

入
に
結
び
つ
け
た
こ
と
等
に
よ
り
、

２
年
ぶ
り
に
減
少
を
図
る
こ
と
が
で

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
総
合
的
な
対
策
を
講

じ
る
と
と
も
に
、
特
に
、
県
税
全
体

の
収
入
未
済
額
の
約
９
割
を
占
め
る

個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

税
滞
納
整
理
機
構
と
協
力
し
な
が

ら
、
市
町
村
を
積
極
的
に
支
援
し
、

更
な
る
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連

携
部

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
諸
収
入
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

今
後
と
も
債
権
管
理
を
適
切
に
行

い
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い

く
。

環
境
保
全
課

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
諸
収
入
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

差
押
中
の
債
権
に
つ
い
て
は
継
続

的
に
取
立
を
行
い
収
入
未
済
額
に
充

当
し
て
い
る
。

ま
た
、
差
押
中
の
不
動
産
に
つ
い

て
は
、
原
状
回
復
事
業
終
了
後
に
公

売
を
予
定
し
て
い
る
。

今
後
も
継
続
し
て
財
産
調
査
を
実

施
し
、
滞
納
処
分
可
能
な
財
産
が
発

見
さ
れ
た
場
合
は
滞
納
処
分
を
執
行

し
、
財
産
が
無
い
と
判
断
し
た
場
合

は
、
滞
納
処
分
停
止
の
う
え
不
納
欠

損
処
理
を
行
う
な
ど
適
切
に
債
権
管

理
を
行
い
、
収
入
未
済
額
の
縮
減
に

努
め
て
い
く
。

自
然
保
護
課

契
約
事
務
に
つ
い

工
事
の
進
捗
状
況
を
適
宜
確
認
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て
、
工
事
契
約
の
執
行

管
理
が
適
切
に
行
わ
れ

て
い
な
い
も
の
が
あ
っ

た
の
で
、
適
正
な
事
務

の
執
行
に
努
め
る
こ

と
。

し
、
追
加
工
事
の
都
度
、
速
や
か
に

変
更
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
努
め

る
。

医
療
薬
務
課

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
諸
収
入
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

看
護
師
等
修
学
資
金
の
制
度
内
容

と
利
用
者
の
義
務
を
丁
寧
に
説
明
す

る
等
、
利
用
者
に
適
切
な
周
知
を
行

い
、
債
権
発
生
の
未
然
防
止
を
図
っ

て
お
り
、
返
還
金
が
生
じ
た
場
合

は
、
速
や
か
に
対
象
者
に
返
還
理
由

を
説
明
し
、
収
入
未
済
と
な
ら
な
い

よ
う
に
指
導
す
る
等
、
収
入
未
済
の

新
規
発
生
の
抑
制
に
努
め
た
結
果
、

令
和
３
年
度
は
新
規
滞
納
者
が
生
じ

て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
過
年
度
発
生
に
係
る
収
入

未
済
に
つ
い
て
は
、
収
入
未
済
解
消

要
綱
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
対
象
者

の
状
況
を
把
握
し
、
電
話
、
文
書
及

び
訪
問
等
に
よ
る
催
促
を
行
う
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
財
務
規
則
に

規
定
す
る
督
促
状
を
発
出
す
る
な
ど

し
た
結
果
、
収
入
未
済
額
が
減
少
傾

向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
当

該
取
組
を
進
め
、
収
入
未
済
額
の
縮

減
に
努
め
て
い
く
。

障
害
福
祉
課

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
一
般
会
計
及
び

療
育
福
祉
・
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
に

お
い
て
多
額
の
収
入
未

済
額
が
あ
る
の
で
、
そ

の
縮
減
に
努
め
る
こ

と
。

障
害
者
扶
養
共
済
制
度
及
び
医
療

療
育
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
当
た
り
、

制
度
の
内
容
と
利
用
者
の
権
利
義
務

を
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
、
利
用
者

に
適
切
な
周
知
を
行
い
、
債
権
発
生

の
未
然
防
止
を
図
る
と
と
も
に
、
返

還
金
が
生
じ
た
場
合
は
、
返
還
金
の

理
由
及
び
必
要
性
を
改
め
て
説
明

し
、
収
入
未
済
と
な
ら
な
い
よ
う
指

導
す
る
等
、
収
入
未
済
の
新
規
発
生

の
抑
制
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
納
入
期
限
ま
で
に
履
行
し

な
い
者
に
対
し
て
は
、
「
青
森
県
心

身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
未
納
金
徴

収
事
務
処
理
要
領
」
及
び
「
青
森
県

立
は
ま
な
す
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
収

入
未
済
金
対
策
要
領
」
に
基
づ
き
速

や
か
に
滞
納
者
の
状
況
を
把
握
し
つ

つ
、
電
話
や
文
書
、
訪
問
に
よ
る
催

促
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
財
務
規
則
に
規
定
す
る
督
促
状
を

発
出
す
る
等
の
対
策
を
行
う
な
ど
、

今
後
も
継
続
し
て
収
入
未
済
額
の
縮

減
に
努
め
て
い
く
。

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
一
般
会
計
及
び

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資

金
特
別
会
計
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

生
活
保
護
や
母
子
父
子
寡
婦
福
祉

資
金
貸
付
等
の
各
制
度
の
利
用
・
適

用
時
に
お
い
て
、
利
用
者
等
に
対
し

制
度
の
内
容
及
び
権
利
義
務
に
つ
い

て
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
収
入

未
済
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ
る
返

還
金
等
の
債
権
発
生
の
未
然
防
止
を

図
り
、
や
む
を
得
ず
返
還
金
が
発
生

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
対
象
者
に

返
還
理
由
等
を
説
明
し
、
返
還
が
滞

る
こ
と
が
な
い
よ
う
指
導
し
、
履
行

期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
者
に
つ
い

て
は
督
促
状
を
発
行
す
る
等
、
収
入

未
済
の
新
規
発
生
の
抑
制
に
努
め
て

い
る
。
ま
た
、
収
入
未
済
対
策
要
綱
・
要

領
等
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
滞
納
者

検
討
会
議
等
を
開
催
し
、
ケ
ー
ス
ご

と
に
納
入
指
導
方
針
を
検
討
し
、
電

話
や
文
書
、
訪
問
等
に
よ
り
収
入
未

済
額
の
縮
減
を
図
っ
て
い
る
。

な
お
、
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

貸
付
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
、
債
権
回
収
の
一
部
を
業
者
委
託

し
、
さ
ら
な
る
債
権
回
収
に
努
め
て

い
く
。

商
工
政
策
課

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
小
規
模
企
業
者

等
設
備
導
入
資
金
特
別

会
計
に
お
い
て
多
額
の

収
入
未
済
額
が
あ
る
の

で
、
そ
の
縮
減
に
努
め

る
こ
と
。

延
滞
企
業
へ
の
訪
問
、
電
話
等
に

よ
る
催
促
及
び
分
割
納
入
等
の
指
導

を
行
い
な
が
ら
回
収
に
努
め
る
。

地
域
産
業
課

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
諸
収
入
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

延
滞
企
業
へ
の
訪
問
、
電
話
等
に

よ
る
催
促
及
び
分
割
納
入
等
の
指
導

を
行
い
な
が
ら
回
収
に
努
め
る
。

団
体
経
営
改
善
課

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
一
般
会
計
及
び

林
業
・
木
材
産
業
改
善

資
金
特
別
会
計
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

引
き
続
き
借
受
者
及
び
連
帯
保
証

人
等
と
の
個
別
面
談
を
実
施
し
、
延

滞
者
個
々
の
現
況
等
を
把
握
し
返
済

を
求
め
る
と
と
も
に
、
事
案
に
よ
っ

て
は
法
的
措
置
も
視
野
に
入
れ
、
収

入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
た
対
応
策

を
実
践
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

林
政
課

令
和
４
年
３
月
31日

引
き
続
き
債
務
者
に
対
す
る
個
別
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現
在
、
雑
入
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

面
談
等
を
実
施
し
、
収
入
未
済
額
の

縮
減
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

漁
港
漁
場
整
備
課

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
雑
入
に
お
い
て

多
額
の
収
入
未
済
額
が

あ
る
の
で
、
そ
の
縮
減

に
努
め
る
こ
と
。

清
算
法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、

代
表
清
算
人
が
死
亡
し
て
お
り
、
換

価
財
産
が
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
債

権
の
徴
収
は
困
難
と
判
断
さ
れ
徴
収

停
止
中
で
あ
る
た
め
、
今
後
と
も
当

該
清
算
法
人
を
と
り
ま
く
状
況
の
変

化
に
注
視
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

整
備
企
画
課

物
品
に
つ
い
て
、
購

入
の
手
続
が
適
切
で
な

い
も
の
が
あ
っ
た
の

で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

物
品
購
入
契
約
の
内
容
を
確
認
の

上
、
複
数
人
で
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
徹

底
し
、
適
正
な
事
務
の
執
行
に
努
め

る
。

港
湾
空
港
課

令
和
４
年
４
月
30日

現
在
、
未
利
用
の
土
地

が
あ
る
の
で
、
そ
の
解

消
に
努
め
る
こ
と
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
の
情
報
掲
載

に
よ
っ
て
広
く
周
知
す
る
と
と
も

に
、
港
湾
関
連
企
業
等
に
対
し
て
積

極
的
に
購
入
等
を
働
き
か
け
、
未
利

用
財
産
の
解
消
に
努
め
て
い
る
。

県
有
地
に
つ
い
て
、

管
理
が
適
切
で
な
い
も

の
が
あ
っ
た
の
で
、
適

正
な
事
務
の
執
行
に
努

め
る
こ
と
。

不
法
占
有
者
に
対
し
、
継
続
的
に

工
作
物
の
撤
去
を
求
め
て
い
る
。
撤

去
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
建
物
収
去

土
地
明
渡
訴
訟
の
提
起
を
検
討
す

る
。

建
築
住
宅
課

財
産
の
管
理
に
お
い

て
、
異
動
報
告
手
続
が

遅
延
し
て
い
る
も
の
が

多
数
あ
っ
た
の
で
、
適

正
な
事
務
の
執
行
に
努

め
る
こ
と
。

異
動
報
告
手
続
き
の
遅
延
が
発
覚

後
、
速
や
か
に
事
務
手
続
き
を
行
っ

た
。
今
後
は
、
複
数
人
で
チ
ェ
ッ
ク

を
行
う
等
、
適
正
な
事
務
執
行
に
努

め
る
。

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
財
産
収
入
に
お

い
て
多
額
の
収
入
未
済

額
が
あ
る
の
で
、
そ
の

縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

債
務
者
に
対
し
て
は
、
毎
月
現
況

報
告
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
、
定
期

的
に
接
触
を
図
り
、
生
活
状
況
を
確

認
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
債
権
の
適

切
な
管
理
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部
中
南
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
土
木
使
用
料
等

に
お
い
て
多
額
の
収
入

未
済
額
が
あ
る
の
で
、

そ
の
縮
減
に
努
め
る
こ

と
。

収
入
未
済
額
の
大
部
分
を
占
め
る

県
営
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
毎

月
全
て
の
滞
納
者
に
未
納
通
知
書
を

送
付
す
る
と
と
も
に
、
家
賃
の
滞
納

月
数
が
３
か
月
に
達
し
た
滞
納
者
及

び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し
て
は
催

西
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

告
書
を
送
付
し
、
催
告
書
に
記
載
し

た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を
納
付
し

な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状
を
送
付

し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導
す
る
等

に
よ
り
、
滞
納
家
賃
の
解
消
を
図
っ

て
い
る
。

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に

よ
っ
て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対

し
て
は
、
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す

る
こ
と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場

合
は
県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う

こ
と
を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の

和
解
に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
、
こ
れ

に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
は
、
公
営

住
宅
法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅

の
明
渡
請
求
を
行
い
、
期
限
ま
で
に

県
営
住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ

い
て
明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い

る
。さ
ら
に
、
和
解
を
し
た
滞
納
者

で
、
納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納

付
が
期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請

求
訴
訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し

な
い
者
に
対
し
て
は
、
強
制
執
行
を

実
施
し
て
お
り
、
今
年
度
も
引
き
続

き
、
こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
方
、
退
去
滞
納
者
に
関
し
て

は
、
債
権
回
収
会
社
に
滞
納
家
賃
の

集
金
代
行
業
務
を
、
弁
護
士
法
人
に

滞
納
家
賃
の
管
理
・
回
収
業
務
を
そ

れ
ぞ
れ
委
託
し
、
更
な
る
滞
納
家
賃

の
回
収
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
連
帯
保
証
人
に
は
、
滞
納

者
に
対
す
る
納
付
指
導
の
協
力
を
依

頼
し
て
い
る
ほ
か
、
連
帯
保
証
人
に

対
し
て
も
債
務
履
行
を
求
め
て
い

る
。以
上
の
取
組
み
を
も
っ
て
し
て
も

回
収
困
難
な
滞
納
家
賃
に
つ
い
て

は
、
「
青
森
県
県
営
住
宅
等
の
使
用

料
等
の
不
納
欠
損
処
分
に
係
る
事
務

処
理
要
領
（
令
和
４
年
６
月
30日
制

定
）
」
に
基
づ
く
不
納
欠
損
処
分
を

行
う
な
ど
適
切
な
債
権
管
理
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

県
営
住
宅
の
家
賃
等
以
外
の
収
入

未
済
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
に
対
し

て
定
期
的
な
戸
別
訪
問
や
電
話
等
に

よ
る
納
付
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

委
託
料
に
お
い
て
、

支
払
手
続
が
遅
延
し
て

事
務
遅
延
を
防
止
す
る
た
め
、
部

内
で
案
件
を
情
報
共
有
し
て
相
互
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い
る
も
の
が
あ
っ
た
の

で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
し
、
早
期
に
事
務

処
理
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

下
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

契
約
事
務
に
つ
い

て
、
契
約
保
証
金
の
免

除
に
係
る
事
務
処
理
が

適
切
に
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
っ
た
の

で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

変
更
契
約
の
手
続
き
に
お
い
て

は
、
履
行
保
証
保
険
の
保
証
期
間
変

更
に
係
る
異
動
承
認
の
状
況
を
複
数

人
で
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。

都
市
計
画
課
（
青
森
県
下

水
道
事
業
会
計
）

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
十
和
田
湖
特
定

環
境
保
全
公
共
下
水
道

の
使
用
料
に
お
い
て
多

額
の
収
入
未
済
額
が
あ

る
の
で
、
そ
の
縮
減
に

努
め
る
こ
と
。

過
年
度
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
今

後
と
も
滞
納
者
に
対
す
る
納
付
指
導

を
徹
底
す
る
等
し
て
、
未
収
額
の
解

消
を
図
っ
て
い
く
。

当
年
度
は
、72,232,

366円
の
純
損
失
を
計

上
し
て
お
り
、
累
積
欠

損
金
が
212,029,770

円
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
解
消
に
努
め

る
こ
と
。

今
後
は
、
青
森
県
下
水
道
事
業
経

営
戦
略
等
に
基
づ
き
、
更
な
る
コ
ス

ト
縮
減
に
向
け
、
近
隣
市
町
村
等
と

の
広
域
化
・
共
同
化
の
検
討
を
は
じ

め
、
民
間
活
力
を
活
用
し
た
汚
水
汚

泥
の
有
効
利
用
の
検
討
を
進
め
る
な

ど
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
効

率
的
な
経
営
に
努
め
て
い
く
。

観
光
企
画
課

契
約
事
務
に
つ
い

て
、
契
約
保
証
金
の
免

除
に
係
る
事
務
処
理
が

適
切
に
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
っ
た
の

で
、
適
正
な
事
務
の
執

行
に
努
め
る
こ
と
。

契
約
保
証
金
免
除
申
請
書
の
免
除

決
定
時
に
、
財
務
担
当
者
の
確
認
を

追
加
し
た
こ
と
や
、
契
約
保
証
金
の

取
扱
い
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成

し
、
そ
の
都
度
該
当
の
有
無
を
確
認

す
る
こ
と
と
し
た
。

青
森
県
立
中
央
病
院

令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
過
年
度
医
業
未

収
金
に
お
い
て
多
額
の

収
入
未
済
額
が
あ
る
の

で
、
そ
の
縮
減
に
努
め

る
こ
と
。

文
書
や
電
話
に
よ
る
催
促
の
ほ

か
、
訪
問
徴
収
専
門
職
員
に
よ
る
定

期
的
・
計
画
的
な
訪
問
徴
収
や
未
納

者
に
対
す
る
簡
易
裁
判
所
へ
の
支
払

督
促
申
立
て
を
行
う
な
ど
、
未
収
金

の
回
収
に
努
め
る
と
と
も
に
、
未
納

者
が
分
割
な
ど
の
支
払
計
画
に
つ
い

て
相
談
し
や
す
い
仕
組
み
づ
く
り

や
、
高
額
療
養
費
制
度
等
の
周
知
及

び
利
用
の
働
き
か
け
を
行
う
な
ど
、

未
然
防
止
に
も
積
極
的
に
取
り
組

み
、
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
る
。

物
品
の
管
理
が
適
正

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
管
理
に
つ

に
行
わ
れ
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
の
で
、
適
正

な
事
務
の
執
行
に
努
め

る
こ
と
。

い
て
は
、
職
員
が
使
用
す
る
際
は
、

適
正
な
使
用
の
徹
底
・
周
知
を
引
き

続
き
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
職
員

以
外
の
者
に
使
用
さ
せ
る
際
は
請
求

書
払
い
に
切
り
替
え
る
な
ど
、
利
用

機
会
を
減
ら
す
こ
と
と
し
た
。

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病

院
令
和
４
年
３
月
31日

現
在
、
過
年
度
医
業
未

収
金
に
お
い
て
多
額
の

収
入
未
済
額
が
あ
る
の

で
、
そ
の
縮
減
に
努
め

る
こ
と
。

文
書
や
電
話
、
あ
る
い
は
面
談
に

よ
る
未
収
金
の
督
促
等
を
行
う
な

ど
、
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
と
と

も
に
、
高
額
療
養
費
制
度
等
の
周
知

及
び
利
用
の
働
き
か
け
を
行
う
な

ど
、
未
然
防
止
に
も
積
極
的
に
取
り

組
み
、
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
る
。

青
森
県
警
察
本
部

令
和
４
年
５
月
31日

現
在
、
延
滞
金
、
加
算

金
及
び
過
料
等
に
お
い

て
多
額
の
収
入
未
済
額

が
あ
る
の
で
、
そ
の
縮

減
に
努
め
る
こ
と
。

放
置
違
反
金
の
自
主
納
付
催
促
や

滞
納
処
分
に
よ
る
財
産
差
押
え
を

行
っ
て
お
り
、
今
後
も
継
続
し
て
収

入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
る
。
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